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議案第５号参考資料

件 名 

専決処分の承認を求めることについて 

（埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例） 

根拠法令等 地方自治法第１７９条第３項 

【 趣 旨 】 

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律による

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正（施行期日は令和３年

２月１３日）に伴い、早急に埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例（以下「条例」という。）を改正する必要があったこ

とから、令和３年２月９日に条例の一部を改正する条例を専決処分した

もの。 

【 内 容 】 

条例附則第５条第１項において、引用していた新型コロナウイルス感

染症の定義「新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２」が、

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正により削除されたこと

から次のように改めるもの。 

新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロ

ナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対し

て、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。））

施 行 日 令和３年２月１３日 

【その他参考事項】 
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